
1 

 

                                                  
                                                        原子力発第２１１０３号             

令和３年  ６月 ３日 

 

 原子力規制委員会 殿 
 
 
 
 

香川県高松市丸の内２番５号             
四 国 電 力 株 式 会 社   

                                 取締役社長 社長執行役員   
長 井 啓 介 

 
 
 

伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 
 
 
 
  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の

規定に基づき，下記のとおり伊方発電所原子炉施設における保安規定の変更認可を申請

いたします。 
 

 

記 

 

 

１．変更の内容 
 

 昭和５１年１０月５日付５１安（原規）第９７号で認可を受け，昭和５２年９月３０

日付５２安（原規）第２８４号，昭和５３年１１月２８日付５３安（原規）第３５０号，

昭和５４年６月２２日付５４資庁第８３５４号，昭和５４年８月７日付５４資庁第１

０４６６号，昭和５６年６月８日付５６資庁第６２４３号，昭和５６年８月２０日付５

６資庁第１０４４８号，昭和５７年２月２６日付５７資庁第２５３０号，昭和５７年３

月１８日付５７資庁第４１０７号，昭和５７年７月３１日付５７資庁第１０８８１号，

昭和５８年７月２０日付５８資庁第１０７０９号，昭和５９年２月２９日付５９資庁

第１４５７号，昭和６０年３月２５日付６０資庁第２９５７号，昭和６０年７月２５日

付６０資庁第８７２１号，昭和６１年５月１７日付６１資庁第６６８６号，平成元年３

月３１日付元資庁第３５０５号，平成元年１２月２６日付元資庁第１５２８３号，平成

２年３月２３日付２資庁第１８７８号，平成４年１月１６日付３資庁第１１７３７号，

平成５年７月２７日付５資庁第８２９５号，平成５年１２月２２日付５資庁第１３４

６２号，平成６年４月１９日付６資庁第２５７１号，平成６年１１月２８日付６資庁第

１３３６１号，平成８年２月２０日付７資庁第１５２４７号，平成８年５月２１日付８

資庁第４９６７号，平成８年１０月１１日付８資庁第９９８６号，平成９年７月２３日

付平成０９・０６・３０資第１１号，平成１２年５月２４日付平成１２・０５・１１資

第１号，平成１３年１月５日付平成１２・０９・２０資第４号，平成１３年２月２３日

付平成１３・０２・１６原第４号，平成１３年３月３０日付平成１３・０３・２３原第

１０号，平成１３年９月１７日付平成１３・０８・２４原第３号，平成１３年１０月２

９日付平成１３・１０・１５原第３号，平成１４年４月１０日付平成１４・０４・０３
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原第５号，平成１４年６月５日付平成１４・０５・２３原第７号，平成１４年１０月２

２日付平成１４・０９・３０原第１３号，平成１５年２月２１日付平成１５・０１・２

９原第２号，平成１５年１２月１８日付平成１５・１１・１７原第２０号，平成１６年

５月１０日付平成１５・１２・１９原第３３号，平成１６年８月１０日付平成１６・０

７・０９原第２２号，平成１７年２月１８日付平成１７・０１・１７原第１２号，平成

１７年９月２８日付平成１７・０９・１４原第２号，平成１８年２月２２日付平成１

８・０１・１９原第９号，平成１９年２月１６日付平成１９・０１・２９原第１１号，

平成１９年１２月１３日付平成１９・０９・２８原第３７号，平成１９年１２月１３日

付平成１９・１１・３０原第１６号，平成２０年８月２２日付平成２０・０７・１１原

第１８号，平成２０年１２月１２日付平成２０・１０・３１原第８号，平成２１年３月

２日付平成２１・０２・０９原第３３号，平成２１年４月２０日付平成２１・０３・２

６原第２号，平成２１年９月１５日付平成２１・０９・０９原第１１号，平成２２年２

月８日付平成２２・０１・１８原第３号，平成２３年４月４日付平成２３・０２・１８

原第９号，平成２３年５月６日付平成２３・０４・０８原第３０号，平成２３年５月１

１日付平成２３・０４・２５原第７号，平成２４年３月１５日付平成２３・０３・１１

原第６号，平成２４年９月６日付２０１２０８２０原第２４号，平成２５年６月２５日

付原管Ｐ発第１３０６２５１号，平成２７年２月２日付原規規発第１５０２０２１号，

平成２８年３月２４日付原規規発第１６０３２４１７号，平成２８年４月１９日付原

規規発第１６０４１９１号，平成２８年８月１日付原規規発第１６０８０１４号，平成

２９年２月１０日付原規規発第１７０２１０１１号，平成２９年６月２８日付原規規

発第１７０６２８３号，平成２９年１１月２７日付原規規発第１７１１２７５号，平成

３０年５月２１日付原規規発第１８０５２１８号，平成３０年１２月１７日付原規規

発第１８１２１７８号，平成３１年２月１３日付原規規発第１９０２１３３号，令和元

年６月４日付原規規発第１９０６０４７号，令和元年７月５日付原規規発第１９０７

０５６号，令和２年３月３１日付原規規発第２００３３１３号，令和２年９月１７日付

原規規発第２００９１７７号，令和２年１０月７日付原規規発第２０１００７６号，令

和２年１１月４日付原規規発第２０１１０４１０号，令和３年１月１４日付原規規発

第２１０１１４１号，令和３年４月２８日付原規規発第２１０４２８１３号で変更認

可を受けた伊方発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の伊方発電所原子炉施設保

安規定変更比較表の変更後欄のとおり変更する。（ただし，下線は含まない。） 
 

２．変更の理由 

（１）伊方発電所３号炉安全保護系ロジック盤取替に伴う変更 

   伊方発電所３号炉の安全保護系ロジック盤の取替を実施することに伴い，関連す

る保安規定条文の変更を行う。 

 

（２）記載の適正化に伴う変更 

記載の適正化に伴う変更を行う。 

 

３．施行期日 

（１）この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から10日以内に施行する。 

（２）この規定施行の際，使用前事業者検査の対象となる設備に係る規定については，

安全保護系ロジック盤取替工事の計画に係る使用前確認終了日以降に適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

以   上 
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別 添 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
計
測
お
よ
び

制
御
設
備
）
 

第
3
3
条
 
次
の

計
測
お
よ
び
制
御
設
備
は
，
表
3
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

（
中
略
）
 

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
 

第
3
3
条
 
次
の
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
は
，
表
3
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

（
中
略
）
 

本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

1
3
．

蒸
気

発
生

器
水

位
低

計
器

ス
パ

ン
の

1
1
％

以
上

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

１
基

あ
た

り
４

※
２

１

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
4
．

タ
ー

ビ
ン

ト
リ

ッ
プ

タ
ー

ビ
ン

非
常

し
ゃ

断
油

圧
低

 
 6

.
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
モ

ー
ド

１
 （

P
-
7
以

上
）

 
 ４

※
２

１
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

主
蒸

気
止

 め
弁

閉
  
 －

モ
ー

ド
１

 （
P
-
7
以

上
）

 
 ４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
5
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

表
3
3
－
３
(
2
)
の
機
能
１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

 ２
系

統
A
.
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
6
．

地
震

加
速

度
高

水
平

方
向

 
  
原

子
炉

補
助

建
屋

地
下

２
階

床
(
E
L
 -

4
.
5
m
)

 
  
1
9
0
G
a
l
以

下

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

４
※

２
１

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 原

子
炉

建
屋

３
階

床
 
 （

E
L
 2
4
.
0
m
）

 
  
3
9
0
G
a
l
以

下

４
※

２
１

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

垂
直

方
向

 
  
原

子
炉

補
助

建
屋

地
下

２
階

床
(
E
L
 -

4
.
5
m
)

 
 9

0
G
a
l
以

下

４
※

２
１

※
2
1：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 ６
時

間
機

能
の

確
認

を
行

う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 ６

時
間

機
能

の
確

認
を

行
う

。
定

期
事

業
者

 
検

査
時

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

※
2
2
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

1
3
．

蒸
気

発
生

器
水

位
低

 
計

器
ス

パ
ン

の
1
1
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
１

基
あ

た
 

り
４

※
２

１
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
4
．

タ
ー

ビ
ン

 
 

 
ト

リ
ッ

プ
 

タ
ー

ビ
ン

 
非

常
し

ゃ
 

断
油

圧
低

  
 6

.
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
 ４

※
２

１
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

主
蒸

気
止

 
 め

弁
閉

 
 

 
 

  
 －

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
 ４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
5
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表
3
3
－
３
の
機
能
１
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

を
参

照
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
6
．

地
震

加
速

度
高

 
水

平
方

向
  

  
原

子
炉

補
助

建
屋

 
地

下
２

階
床

(
E
L
 -

4
.
5
m
)
 

 
  
  
1
9
0
G
a
l
以

下
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 
  
４

※
２

１
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
 原

子
炉

建
屋

３
階

床
 

 
  
 （

E
L
 2
4
.
0
m
）

 
 
  
  
3
9
0
G
a
l
以

下
 

 
  
４

※
２
１
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

垂
直

方
向

  
  
原

子
炉

補
助

建
屋

 
地

下
２

階
床

(
E
L
 -

4
.
5
m
)
 

 
  
  
 9

0
G
a
l
以

下
 

 
  
４

※
２
１
 

 
※

2
1：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

 
 

 
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

 ※
2
2
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 

 
 

と
が

で
き

る
。

 

                                記
載
の
適
正
化
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変
更
前
 

 
表

3
3
－

３
 

工
学

的
安

全
施

設
等

作
動

計
装

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．
非
常
用
炉
心
冷
却
系
作
動

 

ａ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 
  
 論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 

 
 

 
※

２
４
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 

 
  

 
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

高
 

 
  
 （

高
１

）
 

 
0
.
0
3
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
 ４

※
２

５
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

原
子

炉
圧

力
異

常
低

 
 
1
1
.
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
モ

ー
ド

１
 

  
お

よ
び

２
 

（
P
-
6
以

上
）

 

 
 ４

※
２

５
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
2
4：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確

認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
 

 
 

 
 

 
２

時
間

に
限

り
，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
 

 
 

 
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

2
5：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
6：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

６
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

６
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 

7



  

変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

３
 

工
学

的
安

全
施

設
等

作
動

計
装

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．
非
常
用
炉
心
冷
却
系
作
動

 

ａ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 
  
 論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 

 
 

 
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 

 
  

 
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

高
 

 
  
 （

高
１

）
 

 
0
.
0
3
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

原
子

炉
圧

力
異

常
低

 
 
1
1
.
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
モ

ー
ド

１
 

  
お

よ
び

２
 

（
P
-
6
以

上
）

 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
2
4：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
5：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

     安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

ｅ
．
原
子
炉
圧
力
低
と

加
圧
器
水
位
低
の

 
 一

致

 原
子

炉
 圧

力
低

 
1
2
.
0
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
モ

ー
ド

１
，

２
お

よ
び

３
（

P
-
1
1
以

上
）

 
 ４

※
２

７
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 加
圧

器
 水

位
低

 計
器

ス
パ

ン
の

3
％

以
上

モ
ー

ド
１

，
２

お
よ

び
３

（
P
-
1
1
以

上
）

 
 ４

※
２

７
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｆ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
モ

ー
ド

１
，

２
お

よ
び

３
（

P
-
1
1
以

上
）

主
蒸

気
ラ

イ
ン

毎
に

４
※

２
７

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

※
2
7：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

※
2
8：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

８

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 3

6
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

８

 ６
時

間

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 3

6
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

８

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．
原
子
炉
圧
力
低
と

 
 
 
加
圧
器
水
位
低
の

 
 
  
 一

致
 

 原
子

炉
 

 圧
力

低
 

 
1
2
.
0
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 加
圧

器
 

 水
位

低
 

 計
器

ス
パ

ン
の

3
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
（

P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｆ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
2
6：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
7：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 ６

時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

２
．
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
作
動

ａ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
 系

作
動

論
理

回
路

 －
モ

ー
ド

１
，

２
，

３
お

よ
び

４

※
２

９

 ２
系

統
A
.
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｂ
．

手
動

起
動

 －
モ

ー
ド

１
，

２
，

３
お

よ
び

４

  
４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
（

高
３

）
 
0
.
1
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
モ

ー
ド

１
，

２
お

よ
び

３
４

※
３
０

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

※
2
9：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確

認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
 

２
時

間
に

限
り

，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

※
3
0：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

※
3
1：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で
 

 
き

る
。

 ６
時

間
機

能
の

確
認

を
行

う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 5

6
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

す
る
｡

 
 4

8
時

間
機

能
の

確
認

を
行

う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 5

6
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
３

１

 ６
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

２
．
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
作
動

 

ａ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
 

 
  
 系

作
動

論
理

回
路

 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

 
  
  

 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

 
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

３
）

 

 
0
.
1
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 

お
よ

び
３

 

 
  
４

※
２
８
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 
※

2
8
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

 
 

 
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
9
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

 
 

 
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

９
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

格
納

容
器

隔
離

Ａ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

※
３

２
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

 機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

ｂ
．

格
納

容
器

隔
離

Ｂ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ｂ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

※
３

２
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

．
手

動
起

動
を

参
照

 

(
3
)
格

納
容

器
圧

力
異

常
高

 
 
  
（

高
３

）
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｃ

．
格

納
容

器
圧

力
異

 

 
※

3
2：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確

認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

,
 

 
 

 
 

 
２

時
間

に
限

り
，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
 

 
 

 
 

 
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
  

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  常
高

（
高

３
）

を
参

照
 

   

 

13



   

変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

格
納

容
器

隔
離

Ａ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

 機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

ｂ
．

格
納

容
器

隔
離

Ｂ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ｂ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

．
手

動
起

動
を

参
照

 

(
3
)
格

納
容

器
圧

力
異

常
高

 
 
  
（

高
３

）
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｃ

．
格

納
容

器
圧

力
異

 

    

     ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  常
高

（
高

３
）

を
参

照
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｃ
．
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
6
.
6
k
V
非
常
用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ
る
隔
離

 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

と
6
.
6
k
V
非

 
  
 常

用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ

 
 
  
る

隔
離

作
動

論
理

回
路

 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

※
３

３
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
と

6
.
6
k
V
非

常
用

母
 

 
  
線

電
圧

低
の

一
致

 
 
  
に

よ
る

隔
離

 

格
納

容
器

 
隔

離
Ａ

 
 機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

を
参

照
 

6
.
6
k
V
 

非
常

用
母

 
線

電
圧

低
 定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

１
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

格
納

容
器

換
気

系
隔

離
 

(
1
)
格

納
容

器
換

気
系

隔
離

 
 

 作
動

論
理

回
路

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

※
３

３
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

ス
プ

レ
イ

系
 

手
動

起
動

 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

.
手

動
起

動
を

参
照

 

格
納

容
器

隔
離

 
Ａ

手
動

起
動

 
機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
(
2
)
手

動
起

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

 
※

3
3：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確
認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

,
 

 
 

 
 

 
２

時
間

に
限

り
，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
 

 
 

 
 

 
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
  

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

 A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
を
実
施
す
 

る
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  動
を

参
照
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｃ
．
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
6
.
6
k
V
非
常
用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ
る
隔
離

 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

と
6
.
6
k
V
非

 
  
 常

用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ

 
 
  
る

隔
離

作
動

論
理

回
路

 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
と

6
.
6
k
V
非

常
用

母
 

 
  
線

電
圧

低
の

一
致

 
 
  
に

よ
る

隔
離

 

格
納

容
器

 
隔

離
Ａ

 
 機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

を
参

照
 

6
.
6
k
V
 

非
常

用
母

 
線

電
圧

低
 定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

１
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

格
納

容
器

換
気

系
隔

離
 

(
1
)
格

納
容

器
換

気
系

隔
離

 
 

 作
動

論
理

回
路

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

ス
プ

レ
イ

系
 

手
動

起
動

 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

.
手

動
起

動
を

参
照

 

格
納

容
器

隔
離

 
Ａ

手
動

起
動

 
機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
(
2
)
手

動
起

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

   

     ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

 A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
を
実
施
す
 

る
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  動
を

参
照

 

    

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

４
.
 主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離
 

ａ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

隔
離

 
 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

 
  
  

※
３

４
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

２
）

 
 
0
.
0
9
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 た
だ

し
，

全
主

 
蒸

気
隔

離
弁

が
 

閉
じ

て
い

る
場

 
合

を
除

く
 

 
  
４

※
３
５
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
 お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

５
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
3
4：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確

認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
 

 
 

 
 

２
時

間
に

限
り

，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
 

 
 

 
 

 
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

3
5：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
6：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

６
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

６
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

４
.
 主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離
 

ａ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

隔
離

 
 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

 
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

２
）

 
 
0
.
0
9
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 た
だ

し
，

全
主

 
蒸

気
隔

離
弁

が
 

閉
じ

て
い

る
場

 
合

を
除

く
 

 
  
４

※
３
０
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
 お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

０
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
3
0：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
1：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

    

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）

 

18



   

変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
 

 
減

少
率

高
 

 －
0
.
8
7
M
P
a
以

上
 

 モ
ー

ド
３

 
（

P
-
1
1
未

満
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

７
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
3
7：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
8：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

８
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
 

 
減

少
率

高
 

 －
0
.
8
7
M
P
a
以

上
 

 モ
ー

ド
３

 
（

P
-
1
1
未

満
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

２
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
3
2：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
3：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

  

    

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

３
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

５
．

主
給

水
隔

離
 

ａ
．

主
給

水
隔

離
 

 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
隔

離
弁

，
主

 
給

水
制

御
弁

お
 

よ
び

主
給

水
バ

 
イ

パ
ス

制
御

弁
 

が
閉

止
ま

た
は

 
隔

離
さ

れ
て

い
 

る
場

合
を

除
く

  
  
  

※
３

９
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

蒸
気

発
生

器
水

位
異

常
高

 
 
  
 狭

域
水

位
計

の
 

 
  

  
7
5
.
5
％

以
下

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
隔

離
弁

，
主

 
給

水
制

御
弁

お
 

よ
び

主
給

水
バ

 
イ

パ
ス

制
御

弁
 

が
閉

止
ま

た
は

 
隔

離
さ

れ
て

い
 

る
場

合
を

除
く

 １
基

あ
た

 
り

４
※

４
０
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 

ｄ
．
１
次
冷
却
材
平
均

 
 
 
温
度
低
と
原
子
炉

 
 
 
ト
リ
ッ
プ
の
一
致

 １
次

冷
却

 
材

平
均

温
 

度
低

 

 
  

 2
8
9
.
7
5
℃

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
制

御
弁

お
よ

 
び

主
給

水
バ

イ
 

パ
ス

制
御

弁
が

 
閉

止
ま

た
は

隔
 

離
さ

れ
て

い
る

 
場

合
を

除
く

 

 
  
４

※
４
０
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

原
子

炉
 

ト
リ

ッ
プ

  表
3
3
－

２
原

子
炉

保
護

系
計

装
を

参
照

 

 
※

3
9：

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

の
機

能
確

認
時

に
お

い
て

は
，
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
 

 
 

 
 

 
２

時
間

に
限

り
，
１

系
統

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
，
バ

イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動
作

不
 

 
 

 
 

 
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

4
0：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
4
1：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

  

     ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
４

１
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
４

１
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

５
．

主
給

水
隔

離
 

ａ
．

主
給

水
隔

離
 

 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
隔

離
弁

，
主

 
給

水
制

御
弁

お
 

よ
び

主
給

水
バ

 
イ

パ
ス

制
御

弁
 

が
閉

止
ま

た
は

 
隔

離
さ

れ
て

い
 

る
場

合
を

除
く

  
  
  

 
 ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

蒸
気

発
生

器
水

位
異

常
高

 
 
  
 狭

域
水

位
計

の
 

 
  

  
7
5
.
5
％

以
下

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
隔

離
弁

，
主

 
給

水
制

御
弁

お
 

よ
び

主
給

水
バ

 
イ

パ
ス

制
御

弁
 

が
閉

止
ま

た
は

 
隔

離
さ

れ
て

い
 

る
場

合
を

除
く

 １
基

あ
た

 
り

４
※

３
４
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 

ｄ
．
１
次
冷
却
材
平
均

 
 
 
温
度
低
と
原
子
炉

 
 
 
ト
リ
ッ
プ
の
一
致

 １
次

冷
却

 
材

平
均

温
 

度
低

 

 
  

 2
8
9
.
7
5
℃

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
主

給
 

水
制

御
弁

お
よ

 
び

主
給

水
バ

イ
 

パ
ス

制
御

弁
が

 
閉

止
ま

た
は

隔
 

離
さ

れ
て

い
る

 
場

合
を

除
く

 

 
  
４

※
３
４
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

原
子

炉
 

ト
リ

ッ
プ

  表
3
3
－

２
原

子
炉

保
護

系
計

装
を

参
照

 

 
※

3
4：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
5：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   

     ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

５
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

５
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

    

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

表
3
3
－

３
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

６
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク

ａ
．

P
-
6

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
  
9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
  
1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

モ
ー

ド
１

 お
よ

び
２

 （
P
-
6
以

上
）

 
 ２

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
※

４
２

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｂ
．

P
-
1
1

 加
圧

器
圧

力
1
3
.
7
3
±

0
.
0
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]

モ
ー

ド
１

，
２

お
よ

び
３

（
P
-
1
1
以

上
）

  
４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

※
4
2：

表
3
3
－

３
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」
と

は
，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

出
力

側
の

故
障

に
よ

り
，
関

連
す

る
動

作
機

能
が

確
保

さ
れ

な
い

場
合
（

手
動

ブ
ロ

ッ
ク

許
可

信
号

が
誤

発
信

し
た

場
合

を
含

む
。

）
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 １
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 １
時

間
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

 
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

３
つ

づ
き

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

ａ
．

P
-
6
 

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
 
  
9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
 
  

1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

 

 
 モ

ー
ド

１
 

  
 お

よ
び

２
 

 （
P
-
6
以

上
）

  
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

 
合

※
３

６
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

P
-
1
1
 

 加
圧

器
圧

力
 

1
3
.
7
3
±

0
.
0
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 

※
3
6：

表
3
3
－

３
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」
と

は
，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

 
 

 
 

 
 

出
力

側
の

故
障

に
よ

り
，
関

連
す

る
動

作
機

能
が

確
保

さ
れ

な
い

場
合
（

手
動

ブ
ロ

ッ
ク

許
可

信
号

が
誤

発
 

 
 

 
 

 
信

し
た

場
合

を
含

む
。

）
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

 

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 １

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 １

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

４
 

事
故

時
監

視
計

装
 

 

  
  
 項

 
 

目
 

  
  

  
  

  
機

 
  

 
 

 
  
能

 
所

要
チ

ャ
 

 ン
ネ

ル
数

   適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
所

要
チ

 

 
  
 条

 
件

 

  １
次

冷
却

系
計

装
※
４
３
 

１
次

冷
却

材
圧

力
 

  
２

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
の

計
器

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
加

圧
器

水
位

 
 
  
２

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(高

温
側
) 

  
３

 
B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(低

温
側
) 

 
  
３

 

化
学
体
積
制
御
系
 

計
装

※
４

３
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
  

２
 

     主
蒸
気
お
よ
び
給
水
，

 
補

助
給

水
計

装
※
４

３
 

 主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
主

蒸
気

ラ
 

イ
ン

毎
に

 
 

 ２
 

C
.
１

つ
の

機
能

が
 

 
動

作
不

能
で

あ
 

 
る

場
合

 

補
助

給
水

タ
ン

ク
水

位
 

 
  
２

 
D
.
条

件
Ｃ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

広
域

）
 

 
  
３

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

狭
域

）
 

蒸
気

発
生

 
器

毎
に

２
 

補
助

給
水

流
量

 
 
  
３

 

燃
料
取
替
用
水
系
 

計
装

※
４

３
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

位
 

  
２

 

     原
子
炉
格
納
容
器
関
連

 
計

装
※

４
３
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(広

域
) 

 
  
２

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(狭

域
) 

 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力

 
 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

温
度

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
計

 
装

※
４

３
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水

 
位

 
 
  
２

 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
 
  
２

 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
計

 
装

※
４

３
 

高
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 

低
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 
 

※
4
3
：

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

，
第

8
4
条

（
表

8
4
－

1
6
）

の
運

転
上

の
制

限
も

確
認

す
る

。
 

  

     ャ
ン

ネ
ル

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
 項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

  
  
当

直
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
計

器
 

 
 
 
 
が

故
障

状
態

で
あ

る
こ

と
が

運
 
 
 
 
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
 
 
 
 
措

置
を

講
じ

る
。

 

 速
や

か
に

 

C
.
1
 
計
装
計
画
課
長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
 
 
 
 
な

状
態

に
す

る
。
ま

た
は

代
替

 
 
 
 
 
の

監
視

手
段

を
確

保
す

る
｡
 

 
  
1
0
日

 

D
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

４
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

４
 

事
故

時
監

視
計

装
 

 

  
  
 項

 
 

目
 

  
  

  
  

  
機

 
  

 
 

 
  
能

 
所

要
チ

ャ
 

 ン
ネ

ル
数

   適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
所

要
チ

 

 
  
 条

 
件

 

  １
次

冷
却

系
計

装
※
３
７
 

１
次

冷
却

材
圧

力
 

  
２

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
の

計
器

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
加

圧
器

水
位

 
 
  
２

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(高

温
側
) 

  
３

 
B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(低

温
側
) 

 
  
３

 

化
学
体
積
制
御
系
 

計
装

※
３

７
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
  

２
 

     主
蒸
気
お
よ
び
給
水
，

 
補

助
給

水
計

装
※
３

７
 

 主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
主

蒸
気

ラ
 

イ
ン

毎
に

 
 

 ２
 

C
.
１

つ
の

機
能

が
 

 
動

作
不

能
で

あ
 

 
る

場
合

 

補
助

給
水

タ
ン

ク
水

位
 

 
  
２

 
D
.
条

件
Ｃ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

広
域

）
 

 
  
３

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

狭
域

）
 

蒸
気

発
生

 
器

毎
に

２
 

補
助

給
水

流
量

 
 
  
３

 

燃
料
取
替
用
水
系
 

計
装

※
３

７
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

位
 

  
２

 

     原
子
炉
格
納
容
器
関
連

 
計

装
※

３
７
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(広

域
) 

 
  
２

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(狭

域
) 

 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力

 
 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

温
度

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水

 
位

 
 
  
２

 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
 
  
２

 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

高
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 

低
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 
 

※
3
7
：

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

，
第

8
4
条

（
表

8
4
－

1
6
）

の
運

転
上

の
制

限
も

確
認

す
る

。
 

 

     ャ
ン

ネ
ル

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
 項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

  
  
当

直
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
計

器
 

 
 
 
 
が

故
障

状
態

で
あ

る
こ

と
が

運
 
 
 
 
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
 
 
 
 
措

置
を

講
じ

る
。

 

 速
や

か
に

 

C
.
1
 
計
装
計
画
課
長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
 
 
 
 
な

状
態

に
す

る
。
ま

た
は

代
替

 
 
 
 
 
の

監
視

手
段

を
確

保
す

る
｡
 

 
  
1
0
日

 

D
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

４
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

６
 

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

計
装

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

 
 

 
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

条
件

Ａ
 

 
 ま

た
は

Ｂ
の

措
 

 
置

を
完

了
時

間
 

 
内

に
達

成
で

き
 

 
な

い
場

合
 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

２
．

手
動

起
動

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

，
条

件
 

 
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
 

 
措

置
を

完
了

時
 

 
間

内
に

達
成

で
 

 
き

な
い

場
合

 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 
 

※
4
4
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
 

     ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 速
や

か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
４

４
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

A
.
1
 
計
装
計
画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

  
  
 す

る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 速
や

か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
４

４
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

６
 

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

計
装

 
 

  
  
  
  

  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

 
 

 
作

動
論

理
回

路
 

 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

条
件

Ａ
 

 
 ま

た
は

Ｂ
の

措
 

 
置

を
完

了
時

間
 

 
内

に
達

成
で

き
 

 
な

い
場

合
 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

２
．

手
動

起
動

 
 
  
  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

，
条

件
 

 
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
 

 
措

置
を

完
了

時
 

 
間

内
に

達
成

で
 

 
き

な
い

場
合

 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 
 

※
3
8
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 速
や

か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

A
.
1
 
計
装
計
画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

  
  
 す

る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 速
や

か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

    

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
表

3
3
－

７
 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

 

  
  
  
  

  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

機
能

を
 

 
  
  
  
  
条

 
件

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で
 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
加

圧
器

後
備

ヒ
ー

タ
 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔

離
弁

 
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

 
海

水
ポ

ン
プ

 
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
モ
ー
ド
４

 
A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

加
圧

器
圧

力
計

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

蒸
気

発
生

器
（

広
域

）
水

位
計

 
主

蒸
気

圧
力

計
 

加
圧

器
水

位
計

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

線
源
領
域
中
性
子
束
計

 
モ
ー
ド
２

 
（
P
-
6
未
満
）
，
 

３
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

１
次
冷
却
材
圧
力
計
（
広
域
）

 
１
次
冷
却
材
温
度
計
（
広
域
）
（
低
温
側
）

 
モ
ー
ド
３

 
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 
※

4
5
：

機
能

毎
に

個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 
 

   満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
４

５
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計

装
計

画
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計

装
計

画
課

長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 
当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 5

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

７
 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

 

  
  
  
  

  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

機
能

を
 

 
  
  
  
  
条

 
件

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で
 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
加

圧
器

後
備

ヒ
ー

タ
 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔

離
弁

 
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

 
海

水
ポ

ン
プ

 
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
モ
ー
ド
４

 
A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

加
圧

器
圧

力
計

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

蒸
気

発
生

器
（

広
域

）
水

位
計

 
主

蒸
気

圧
力

計
 

加
圧

器
水

位
計

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

線
源
領
域
中
性
子
束
計

 
モ
ー
ド
２

 
（
P
-
6
未
満
）
，
 

３
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

１
次
冷
却
材
圧
力
計
（
広
域
）

 
１
次
冷
却
材
温
度
計
（
広
域
）
（
低
温
側
）

 
モ
ー
ド
３

 
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 
※

3
9
：

機
能

毎
に

個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 
 

   満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
３

９
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計

装
計

画
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計

装
計

画
課

長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 
当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 5

6
時

間
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 
 

表
3
3
－

８
 

燃
料

落
下

お
よ

び
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

計
装

 
 

  
  
  
  

  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
件

 

１
．

燃
料

取
扱

棟
空

気
浄

化
系

作
動

論
理

回
路

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
 
 ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 
 を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
．

燃
料

落
下

検
知

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  

 ２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 

を
完

了
時

間
内

 
 

に
達

成
で

き
な

 
 

い
場

合
 

 
※

4
6
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
  

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 1

0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

る
。

※
４

６
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
  

 1
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

 
 

る
。

※
４
６
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
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変
更
後
 

備
考
 

 
表

3
3
－

８
 

燃
料

落
下

お
よ

び
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

計
装

 
 

  
  
  
  

  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
件

 

１
．

燃
料

取
扱

棟
空

気
浄

化
系

作
動

論
理

回
路

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
 
 ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 
 を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
．

燃
料

落
下

検
知

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  

 ２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 

を
完

了
時

間
内

 
 

に
達

成
で

き
な

 
 

い
場

合
 

 
※

4
0
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
  

    ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 1

0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

る
。

※
４

０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
  

 1
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

 
 

る
。

※
４
０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

   

 安
全
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

盤
取
替
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
中
略
）
 

（
中
略
）
 

附
 

則
（
令
和
 
年

 
 
月
 
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
定
は
，
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
日
か
ら

1
0
日
以
内
に
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
定
施
行
の
際
，
使
用
前
事
業
者
検
査
の
対
象
と
な
る
設
備
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
，
安
全
保
護
系
ロ

ジ
ッ

ク
盤
取
替
工
事
の
計
画
に
係
る
使
用
前
確
認
終
了
日
以
降
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
，
そ
れ
ま
で
の
間
は
従
前
の
例

に
よ

る
。
 

附
則
の
追
加
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添付資料 

 

伊方発電所原子炉施設保安規定の変更について 

 

 

１．伊方発電所３号炉安全保護系ロジック盤取替に伴う変更 

   伊方発電所３号炉の安全保護系ロジック盤の取替に伴い，関連する保安規定条文

の変更を行う。 

   （変更する条文） 

    ・第33条（計測および制御設備） 

 

２．記載の適正化に伴う変更 

記載の適正化に伴う変更を行う。 

   （変更する条文） 

    ・第33条（計測および制御設備） 

 

 

以   上 
 




